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研究成果の概要（和文）：　わが国の相続法では、相続財産の明確化が不十分であり、それが紛争を引き起こし
ている場合が多い。被相続人から相続人に対して無償処分がある場合には、相続人間の平等をどのように捉える
かで、解決策が異なってくる。その範囲が大きければ大きいほど、理論的には平等性に配慮していることにな
る。わが国では、その範囲は狭い。また同時に被相続人が相続人に日常生活の身の回りの世話を完全に依存する
ことがあり、依存の評価や財産の移転方法に関して問題が顕在化している。
　子間の平等概念も変遷をへており、法にどの様に反映させるのかが問題となりうる。相続財産の明確化と扶養
の金銭化が重要な手段となることを位置付けた。

研究成果の概要（英文）： The extent of inheritance is not clear in Japanese civil law. It sometimes 
causes the conflits. When the ancestor gives some property to one of his heirs, its solution vary 
with the notion de the equality. The extent of the inheritance that includes the gift, is larger, 
the equality takes into more consideration. This extent is not  always clear in Japanese civil law. 
 One heir takes care of the daily life of the ancestor. In this case  the evaluation of his work and
 the gestion of the inheritance becomes difficult.
 The notion of the equality between the heirs changes now in Japan. It is important to know how this
 transition is reflected in the civil law. For this purpose, we must not avoid the clarity of the 
heritage extent and the finacial evaluation of this maintenance.

研究分野： 民法
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研究成果の学術的意義や社会的意義
　相続開始前になされた無償処分をどのように遺産分割の対象としうるのかについて、フランス法を比較法とし
て法理論を示した。また同時に、相続開始後、遺産分割までの期間でなされた処分、遺産管理について理論的な
分析を試み、その間になされた相続人による財産処分も、相続財産を構成する理論を示した。その上で、遺産分
割に関して、相続人のなしうる選択の権利をどのように位置付けるのか、特に遺産管理の場面での問題を分析
し、清算概念への足がかりを探求した。
　わが国の相続法で、家族の多様性、扶養の概念の変化、事業承継などの問題から、求められている平等の考え
方が、変化しつつあることも示した。
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
    研究開始当時、わが国の民法の理論では、相続財産に関して、遺産分割を必要とする財産
と必要としない財産があり、また遺留分減殺は遺産分割とは異なり、民事裁判で取り扱われて
いる状況にあった。わが国の相続法は、相続財産の範囲が不明瞭であり、相続人間の平等が必
ずしも図られているとは言えないと位置づけ得た。また、審判事項と裁判事項とが同じ相続財
産に関する紛争でも関係しており、遺産を巡る裁判に関して二重構造が解釈上存在しており、
わかりにくいものであった。 
 
２．研究の目的 
 研究の目的は、下記の４点に整理することができる。 
  ① 遺産分割すべき対象となる財産の範囲を、相続人に対する無償処分（贈与や遺贈）があ
った場合に、どのような処分を遺産分割の対象財産に含めるのかについて、フランス法を参照
にして明らかすること。 
  ② 遺留分減殺請求（法改正後は遺留分侵害請求に変わった）がなされた場合に、遺産分割
として審判事項ではなく、民事裁判事項になることの正当性と意味について明らかにすること。 
  ③ 財産承継の観点から、被相続人の財産が相続人個々人の財産に移転していく途中の過程
で、特に、遺産共有状態において生じうる問題について、検討を加え、スムーズな財産承継を
実現するにあたっての障害となっている事柄を分析すること。つまり、相続財産共有時の財産
管理の問題である。特に後見と財産管理の問題（事理弁識能力が衰えた時になされる財産管理、
財産移転の試みの法的な効力など）に関して、相続人に認められている放棄などの選択の権利
を行使する機会の確保の必要性を分析すること。 
  ④ 被相続人の引取り扶養などが原因で、相続に紛争が生じている可能性があり、すでに先
行研究がなされいるテーマではあるが、扶養の位置付けをフランス法で再確認しておくこと。
代償期待型の相続法の問題を分析しつつ、わが国における相続人の平等概念の変遷を明らかに
し、事業承継の必要性なども加味しながら平等原理の修正の必要性があるのかどうかについて
検討を加えること。 
 
３．研究の方法 
  日本法に関しては、判例・学説の整理分析が中心となる。また同時に、相続法改正の法案
の審議を経て、改正法に至るまでの議論を研究対象に加えた。日本法においては文献研究が中
心をなす。 
  比較法研究の対象とするフランス相続法に関しては、資料を基にした文献研究と、相続法
の専門家（大学教授と弁護士など実務家）からの問題点の聞き取り調査を行うことを中心とし
た。老親扶養に関しては、市民への聞き取りや、施設の訪問などを通じて、市民の意識を明ら
かにすることにした。また同時に、フランスの大学で研究会に参加し、日本の状況を説明し、
法的な問題点に関して意見を頂く手法をとった。 
 
４．研究成果 
 ① 相続財産の範囲に関して 
 相続の対象となる財産を、現に死亡時に残存している財産に限れば、相続人に対して無償行
為がされている場合には、このような処分で受益した相続人と受益しなかった相続人間で不平
等が生じうる可能性がある。フランス相続法は、民法典成立以降、この点への配慮が法律に如
実に表れている相続法を有している。相続人間での平等という民法の原則は、重要視されてお
り、「持戻し」と「遺留分減殺請求」という二つの制度に代表される考え方によって、相続財
産を形成させており、その範囲は、日本法と比較すれば遥かに大きい（②の遺留分制度の意味
も参照。フランス法では被相続人の処分可能な財産の範囲という視点もあり、全体的に無償処
分が相続財産との関係で位置付けられている）。 
 フランス法では、「持戻し」制度が、わが国の民法の解釈とは異なり、遺産分割に際して積
極的な役割を果たしている。わが国の民法のもとでは、単に残存財産の分割でのみ意味を持っ
ているに過ぎず、相続財産を構成することなく、必ずしも常に相続人の平等に貢献していると
はいえないのとは対象的である。ここにおいても、相続人間の平等を考える上でも、その相違
を見ることができる。明治時代に継受したフランス法では、持戻しが現実に相続財産に返却さ
れるべきものである。これに対して、わが国では、単なる残存財産の分割のために必要な法制
度になってしまっている。 
 「遺留分」制度も基本的な考え方が異なっている。遺留分減殺請求の結果、減殺された財産
は遺産を構成し、遺産分割の中で一元的に最終的に解決が図られている。この点、わが国の民
法典での解釈では、遺留分減殺請求（相続法改正後は、遺留分侵害請求）は、相続財産から出
て行ってしまった財産の回復と位置付けられ、審判によって遺産分割の中で解決されるのでは
なく、訴訟として地方裁判所で解決されている。いわゆる二元性がここでは存在している。相
続法の平等の要としての遺産分割の意味がここにおいて相当、薄められてしまっている。 
 わが国の相続法は、明治時代にフランス法を継承したにも関わらず、その実相は本質的に異
なってしまっていると言わざるを得ない。相続人の平等意識に関しての、日本社会とフランス



社会の相違にその原因を見ることができよう。また同時に、平成 30 年の相続法改正では、平
等を実現すべき持戻しが、かなりの範囲で緩和され、相続人間では配偶者優先の思想が前面に
表れていると言える（例えば、民法９０３条４項の新設条文参照）。 
 
  
 ② 遺留分制度について 
 母法とされているフランス遺留分制度を明らかにした。フランス法では、遺留分は最低限、
被相続人から取得できる相続財産の額ではなく、被相続人が処分し得た財産との関係で、理解
されていることを示した。これが、いわゆる自由分と呼ばれているものである。遺留分に関す
る法律はフランス法と類似しているが、その根本のところにある「自由分」という考え方と、
「充当」という考え方が日本法には欠如している。このことにより、被相続人の財産である遺
産の分割に当たって、相続人に対する贈与などを相続財産から、つまり被相続人の財産から流
出してしまった財産と理解して、その取戻しには、持戻しは作動させることなく、もっぱら遺
留分制度しかない制度に変容してしまっていることを明らかにした。ここでは、被相続人に対
する贈与を相続財産の前渡しとしてとらえる視点を分析し、遺留分を理解する前提として、自
由分と充当という制度を分析した。 
 本来的には、遺留分制度が遺産分割のための一過程であり、遺留分減殺請求が遺産分割の中
に機能的に取り込まれている制度であると言える。このことによって、遺産分割に際して、遺
産の範囲が明確になり、遺産分割がスムーズに行われることになると分析することができた。
しかも、遺産の範囲が明確であると同時に、相続人に対する贈与も、持戻しや遺留分減殺によ
って、相続財産の範囲が増大することになる。単に死亡時に残っている財産のみを、分割の対
象とするのではなく、このことにより、相続人の平等はわが国よりも尊重されていることにな
る。フランス相続法は、制度の中に平等実現のシステムが組み込まれていると言えよう。 
 なお、我が国の遺留分減殺請求は、相続法の改正により、債権化されて、遺留分侵害請求権
と改正された。この結果、さらにフランス法の平等精神からは遠退いていることも示した。 
 
 
 ③ 高齢社会における財産承継 
 高齢社会の中にあって、日本の相続法は、かつての民法典が想定しなかった社会の変遷期に
遭遇している。遺言の作成にしても、また老齢期の財産管理に関しても、未知の問題が存在し
ている。財産承継に関して、老齢期特有の被相続人の判断力の低下の問題がある。研究対象と
したフランス法ではこの点に関して、遺言の効力に改正を加えたり（２代にわたる処分の可能
性）、法定相続における代襲相続の要件などに改正を加えている。わが国では、高齢化に配慮
した相続法の改正は、十分とはいえず、もっぱら配偶者保護の観点から改正がなされており、
真に高齢社会がもたらしうる問題に関しては、十分には改正が及んでいないことも示した。こ
の意味において、近い将来、問題を引き起こす可能性がある。 
 相続法改正では、遺言の効力が強められているが、能力に疑いが持たれる事例の存在が実務
でも指摘されており、遺言能力に関連して遺言の効力を否定する理論の整備が必要となる。判
断力がなくなった後の、遺言の撤回など、遺言の効力に問題が潜んでいることも明らかになっ
た。 
 また、後見との絡みで生じうる問題点について考察を行った。かつて、親族が後見人になる
ことが多かったが、現在では第三者が後見人になる機会も増大している。死亡に際しての財産
承継に際して、相続人と被相続人の法定代理人の権利義務関係に不明な点があり（例えば放棄
などの相続人のなす権利との関係）、問題を明らかにした。 
 同時に、死亡後、遺産分割までの間の法的な位置付けに関して、第三者である法律家が遺産
分割に関与できる理論が不完全であることも示し、分析を加えた。現行法のもとでは、債務の
相続に関して、不明瞭な点が存在しており、遺産に関して、後見人や遺言執行者に清算的な機
能を持たせることが難しく、相続法全体にわたる視点から、理論を構築する必要性がある。  
 
 
 ④ 扶養の金銭化と自立は重要であり、これが相続権が平等である前提となっている。引き取
り扶養や身の回りの世話を、相続人の一人が行うことがあれば、このことが相続問題をより複
雑化している。フランスでは、子は金銭的なサポートを負うだけであり、身の回りの世話や引
取り扶養は基本的に存在しない。いわゆる扶養とは金銭的な支援であり、子間で平等に負担さ
れることになっている。社会保障とも関係することがらではあるが、民法の領域では、金銭的
な義務と位置付けられており、ここにも平等の考え方が伺われ、相続の領域での平等思想を裏
打ちしていると言える。もっぱら相続法の観点からのみ平等を実現しようとしても、社会の実
態と相合せず、不均衡が生じうることにもなりかねない。このような観点から、相続法におけ
る「平等」思想は、社会の他の制度とも関連しており、社会の要請の全体的な視点の中で変遷
していくものであることを指摘した。この意味において、事業承継も相続と同様の関連性を有
していると言える。ここでもある意味、平等を修正し、それを正当化する要素が潜んでおり、
相続人間の平等概念の変遷を探る上で、これの探求は重要である。しかしながら、この点の探
求は十分に為すことはできなかった。 



 世代間の自立を図る法制度では、相続人間の平等も、より一層図られることになる。本来的
には、身の回りの世話などの扶養は対価なしに行われるべきものである。このような法的義務
ではないとされている引取り扶養を、行う者と行わない者との間で、相続に差が生じうるとす
れば、最終的には親族扶養の金銭的な評価も必要となってくるように思われる。 
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